
 

福岡市・北九州市 国家戦略特別区域 区域計画（案） 

 

平 成 3 0 年 ５ 月 3 0 日 

福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議 

 

 

２  法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（３）名称：国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 

内容：創業人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例 

（国家戦略特別区域法第 16 条の６に規定する国家戦略特別区域外国人創業活

動促進事業） 

以下に掲げる地域を管轄する地方公共団体が、創業活動に係る事業の計画が

適正かつ確実であること等の確認を行うこと等により、創業外国人上陸審査基

準を満たす外国人の上陸を可能とし、当該地域内における外国人による創業活

動を促進する。 

 

（略） 

 

② 北九州市全域【平成 30年中に実施】 

 

（14）名称：国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業 

内容：テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例 

（国家戦略特別区域法第 20 条の５に規定する国家戦略特別区域処方箋薬剤遠

隔指導事業） 

       国家戦略特別区域法第 20 条の５第１項に規定する登録を受けた薬局開設者

が、福岡市全域（同法第 20 条の５第２項に規定する特定区域）において、薬

剤師に遠隔診療で交付された処方箋に基づき、テレビ電話装置等を用いて、薬

剤遠隔指導等を行わせる事業であって、同条第１項第１号から第３号までに掲

げる要件のいずれにも該当する事業（処方箋薬剤遠隔指導事業）を行う。 

【平成 30年度中に実施】 

資料２－４ 


